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お知らせ

個
人
市
民
税
の
減
免
に
つ
い
て

■問
税
務
課 

☎（
55
）７
１
２
３

　
退
職
な
ど
に
よ
る
著
し
い
所
得
の
減
少
、

災
害
、
死
亡
ま
た
は
長
期
療
養
な
ど
で
税
の

納
付
が
困
難
な
と
き
は
、
納
期
限
の
７
日
前

ま
で
に
申
請
さ
れ
ま
す
と
、
減
免
を
受
け
ら

れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

ご
み
の
散
乱
防
止
・
不
法
投
棄
禁
止
!!

■問
環
境
課 

☎（
55
）７
１
１
４

　
紙
く
ず
・
空
き
缶
・
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
・
た

ば
こ
の
吸
殻
な
ど
、
ポ
イ
捨
て
を
し
な
い
で

く
だ
さ
い
。
道
路
や
公
園
に
散
乱
し
て
い
る

ご
み
は
、
地
域
の
美
観
を
損
な
う
ば
か
り
で

な
く
、
快
適
な
生
活
環
境
に
も
少
な
か
ら
ず

悪
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
私
有
地
に
不
法
投
棄
を
さ
れ
た
場
合
、
津

島
警
察
署
へ
通
報
し
て
く
だ
さ
い
。
土
地
所

有
者
ま
た
は
管
理
者
は
、
管
理
責
任
が
あ
る

た
め
、適
正
に
処
理
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

防
犯
カ
メ
ラ
の
設
置
や
草
を
刈
る
な
ど
、
不

法
投
棄
さ
れ
な
い
た
め
の
環
境
づ
く
り
を
行

う
こ
と
が
大
切
で
す
。

マ
ス
ク
な
ど
の
ご
み
の
捨
て
方
に

ご
注
意
く
だ
さ
い

■問
環
境
課 

☎（
55
）７
１
１
４

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
と
し

て
、
マ
ス
ク
や
テ
ィ
ッ
シ
ュ
な
ど
の
ご
み
を

捨
て
る
際
に
は
、
図
の「
ご
み
の
捨
て
方
」に

沿
っ
て
、「
ご
み
に
直
接
触
れ
な
い
」「
ご
み
袋

し
っ
か
り
縛
っ
て
封
を
す
る
」そ
し
て「
ご
み

を
捨
て
た
後
は
手
を
洗
う
」こ
と
を
心
が
け

ま
し
ょ
う
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響

に
よ
り
納
税
が
困
難
な
方
へ

■問
収
納
課 

☎（
55
）７
１
２
１

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に

よ
り
事
業
な
ど
に
係
る
収
入
に
相
当
な
減
少

が
あ
っ
た
方
は
、
1
年
間
、
市
税
の
徴
収
猶

予
の
特
例
制
度
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
担
保
の
提
供
は
不
要
で
、
延
滞
金
も
か

か
り
ま
せ
ん
。

▼
徴
収
猶
予
の
要
件
／
①
②
の
両
方
に
該
当

①
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に

よ
り
、
令
和
２
年
２
月
以
降
の
任
意
の
期
間

（
１
か
月
以
上
）、
事
業
な
ど
に
係
る
収
入
が

前
年
同
期
に
比
べ
て
概
ね
20
％
以
上
減
少
し

て
い
る
こ
と
。

②
一
時
に
納
付
し
、
ま
た
は
納
入
を
行
う
こ

と
が
困
難
で
あ
る
こ
と
。

▼
対
象
と
な
る
市
税
／
令
和
２
年
２
月
１
日

か
ら
令
和
３
年
１
月
31
日
ま
で
に
納
期
限
が

到
来
す
る
市
県
民
税
、
法
人
市
民
税
、
固
定

資
産
税
な
ど
の
税
目
が
対
象
と
な
り
ま
す
。

※
既
に
納
期
限（
令
和
２
年
２
月
１
日
以
降
）

が
過
ぎ
て
い
る
未
納
の
市
税
に
つ
い
て
も
、

遡
っ
て
こ
の
特
例
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

▼
申
請
書
類
／
関
係
法
令
の
施
行
か
ら
２
か

月
後
、
ま
た
は
納
期
限
の
い
ず
れ
か
遅
い
日

ま
で
に
申
請
が
必
要
で
す
。

　
申
請
書
の
ほ
か
、
収
入
や
現
預
金
の
状
況

が
わ
か
る
資
料
を
提
出
し
て
い
た
だ
き
ま
す

が
、
提
出
が
難
し
い
場
合
は
口
頭
に
よ
り
お

伺
い
し
ま
す
。

65
歳
以
上
の
方
の
年
金
所
得
に
係
る

市
民
税
・
県
民
税
は
公
的
年
金
か
ら

引
き
落
と
さ
れ
ま
す

■問
税
務
課 

☎（
55
）７
１
２
３

▼
対
象
と
な
る
方
／
令
和
２
年
４
月
１
日
現

在
、65
歳
以
上
の
公
的
年
金
受
給
者
の
う
ち
、

前
年
中
の
年
金
所
得
に
係
る
市
民
税
・
県
民

税
の
納
税
義
務
者
の
方

※
介
護
保
険
料
が
年
金
か
ら
引
き
落
と
さ
れ

て
い
な
い
方
、
引
き
落
と
さ
れ
る
市
民
税
・

県
民
税
の
額
が
老
齢
基
礎
年
金
な
ど
の
額
を

超
え
る
方
は
対
象
に
は
な
り
ま
せ
ん
。

市役所　〒496-8555（住所不要）　　FAX（26）1011　　  https://www.city.aisai.lg.jp/

令和２年度から引き落としになる方

納付方法 普通徴収
（納付書で納める）

特別徴収
（年金から引き落とし）

納付時期 1期（6月） 2期（8月） 10月 12月 2月

徴収税額 年税額の4分の1
（各期）

年税額の6分の1
（各月）

前年度より年金から引き落としがされている方

納付方法
特別徴収（年金から引き落とし）

仮徴収 本徴収
納付時期 4月 6月 8月 10月 12月 2月

徴収税額 前年度分の年税額の６分の1
（各月）

年税額から仮徴収した額を差
し引いた額の3分の1（各月）

※引き落とし開始後に市外へ転出、税額の変更、年金の支給停止などがあっ
た場合は、引き落としが中止となり納付書で納めていただくことになります。




